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　町職員の給与は、国やほかの自治体との均衡を考慮

し「職員の給与に関する条例」で定められています。

　令和 7 年度の職員給与などの状況についてお知らせ

します。

▶人件費の状況（一般会計）

歳 出 当 初 予 算 額 A 53 億 7,870 万円

人 件 費 当 初 予 算 額 B 12 億 211 万円

人 件 費 率 B / A 22.3％

前 年 度 当 初 予 算 の

人 件 費 率
22.9％

人件費には、特別職、一般職、会計年度任用職員および議員、

各種委員などに支給する報酬・給料・手当のほかこれらに

係る共済費などの事業主負担分の費用が含まれています。

▶職員給与等の状況（一般会計）
職 員 数 A 100 人

給 料 3 億 7,240 万円

期 末・ 勤 勉 手 当 1 億 5,091 万円

諸 手 当 6,224 万円

計 B 5 億 8,555 万円

一人当たり給与費 B/A 586 万円

▶職員の初任給の状況

区 分 初 任 給
採 用 2 年

経 過 後 給 料

一 般

行 政 職

大 学 卒 220,000 円 228,900 円

高 校 卒 188,000 円 199,400 円

▶特別職および議員の給料等
区 分 月 額 給 料 区 分 月 額 報 酬

給

料

町 長 730,000 円 報

酬

議 長 279,000 円

副町長 610,000 円 副議長 219,000 円

教育長 545,000 円 委員長 201,000 円

議 員 185,000 円

▶会計年度任用職員の報酬等の状況（一般会計）
職 員 数 136 人

報 酬 2 億 3,592 万円

期 末  ・ 勤 勉 手 当 7,299 万円

計 3 億 891 万円

▶部門別職員数の状況　　　令和 6年 4月 1日現在　単位：人

区　　分 定　数 職員数 課ごとの内訳 前年比

町 部 局 80 67

総務課 13 1
政策推進課 8 2
町民課 9 △ 1
福祉保健課 17 △ 1
農林商工課 9 △ 2
住宅施設課 4 4
建設耕地課 5 △ 1
出納室 2 0

町 議 会 3 2 議会事務局 2 1

教育委員会 31 28

管理課・給食センター 5 0
子ども未来課・こども園 15 △ 2
社会教育課・図書館 8 0

農業委員会 3 2 農業委員会 2 0
企 業 4 5 上下水道課 5 0

計計 121121 104104 1

町職員給与の状況などをお知らせします

▶職員手当の状況

　（特殊勤務手当以外は令和 7年 4月 1日現在）

期

末
・

勤

勉

手

当

区　　　分

支 給 期 期 末 手 当 勤 勉 手 当

6 月期 1.25 月分 1.05 月分

12 月期 1.25 月分 1.05 月分

計 4.60 月分

職制上の段階、職務の級などによる加算措置

役職加算　5～ 10％

扶

養

手

当

内　　　容

配偶者 3,000 円

子 11,500 円

父母など 6,500 円

満 16 歳から 22 歳までの年度中は 1人につき

5,000 円加算

住
居
手
当

基礎控除額 13,000 円

2 分の 1の加算限度額 17,000 円

最高支給限度額 28,000 円

持ち家 7,000 円

通勤手当

2 ㎞以上の通勤者を対象に、距離に応

じ定額で支給

（交通機関利用者は実費）

退

職

手

当

勤続年数 自己都合 勧奨・定年

20 年 19.6695 月分 24.586875 月分

30 年 34.7355 月分 40.803750 月分

35 年 39.7575 月分 47.709000 月分

最高限度 47.7090 月分 47.709000 月分

特
殊
勤
務
手
当

支給実績（R5 年度決算） 29,000 円

支給職員 1人当たり平均

支給年額（R5 年度決算）
4,750 円

手当の種類 5種類

職員全体に占める

手当支給職員の割合
5.9％

主な手当対象業務は、野犬などの処理手当

▶級別職員の構成

令和 6年 4月 1日現在

区分 職 員 数 構 成 比 前年構成比

1 級 22 人 21.1％ 19.4％

2 級 15 人 14.4％ 17.5％

3 級 27 人 26.0％ 23.3％

4 級 19 人 18.3％ 21.3％

5 級 8 人 7.7％ 10.7％

6 級 13 人 12.5％ 7.8％

計 104 人 100.0％ 100.0％ ▪問合せ　建設耕地課土木管理係（☎ 47-2117　役場 1階 窓口 4番）

　5 月上旬には、南側の桜の丘で約 400 本のエゾヤマザクラが、また 5 月下旬からは北側の丘陵

の一部に芝桜やラベンダー、レンギョウが咲くなど、花見の名所として好評です。

　町を一望できる展望台やバッテリーカーを備えたちびっこ広場、存分に水遊びができる遊水施

設、彫刻作品の鑑賞など、幅広い年代の方にお楽しみいただけます。

　懇親の場として最適なバーベキューハウスは、コンロや網、金ブラシを常備しており、使用す

るコンロの台数や人数に関係なく、1回 150 円と気軽にご利用いただけます。

▪開園期間　4 月 26 日～ 10 月 31 日

▪開園時間

⃝�平日　9時～ 17 時

⃝�土・日曜日、祝日

　8月まで　9時～ 17 時

　9月　　　9時～ 16 時

　10 月　　　9時～ 15 時

▪有料施設および遊具

⃝�バーベキューハウス

　� 1 回 150 円（事前にお申し込みください）

⃝�バッテリーカー

　� 1 回 100 円（4 月 26 日～ 10 月 5 日までの　

土・日曜日、祝日運行）

憩いの場　公園で楽しく過ごそう憩いの場　公園で楽しく過ごそう ほかの町内公園ほかの町内公園
５月１日オープン５月１日オープン

　レクリエーション公園のほかに

も、地域の交流の場としてご利用い

ただける中央公園や銀河公園、ポ

ケットパークなど 19 か所の公園が、

5月 1日にオープンします。

ポケットパークポケットパーク 銀河公園銀河公園

⃝�町民の憩いの場として、お互いに気持ち良

く利用できるようマナーを守り、施設を大

切に使用するよう心掛けましょう

⃝�団体での使用および占用使用については、

事前にお申し込みください

お ね が いイベントで公園を利用したいときは

　イベントなどで公園を利用したいときは、公

園占用許可申請が必要な場合がありますので、

建設耕地課土木管理係までご相談ください。

※�使用料は、占用時間にかかわらず 1 日当た

りの料金です。

公園名 単　価 面　積 使用料

レクリエーション公園多目的広場

11 円／㎡・日

1,800 ㎡ 19,800 円

銀河公園多目的広場 2,800 ㎡ 30,800 円

ポケットパーク
400 ㎡ 4,400 円

440 ㎡ 4,840 円

※�ポケットパーク使用料 4,840 円は、ステージの使用を含む金額です。

　農業交流センター

北側の旧駅ホームの

み使用（焼き肉など）

する場合は、農林商

工課（☎ 47-2116）へ。

レクリエーション公園　4 月 26 日オープンレクリエーション公園　4 月 26 日オープン
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